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１ 特定事業計画の作成について 

（１）特定事業計画の位置づけ 

特定事業とは、地区別計画で定めた重点整備地区における生活関連施設や生活

関連経路等を対象に、各施設管理者がバリアフリー化に取り組む事業のことをいい

ます（バリアフリー法第２条第２５号）。 

地区別計画で示した特定事業を計画的かつ着実に実施するため、実施する事業

の内容や予定期間等を示す具体的な計画として、特定事業計画を策定します。 

 

 

特定事業計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

（通称「バリアフリー法」） 

足立区バリアフリー基本構想 

足立区バリアフリー地区別計画（花畑周辺地区編） 

花畑周辺地区の特定事業計画 

公共交通特定事業（バリアフリー法第２８条） 
・公共交通事業者が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

道路特定事業（バリアフリー法第３１条） 
・道路管理者が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

足立区バリアフリー推進計画 

重
点
整
備
地
区
に
お
け
る
重
点
的
か
つ
面
的
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化 

交通安全特定事業（バリアフリー法第３６条） 
・公安委員会が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

建築物特定事業（バリアフリー法第３５条） 
・建築物の所有者等が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

都市公園特定事業（バリアフリー法第３４条） 
・公園管理者が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 

教育啓発特定事業（バリアフリー法第３６条の２） 
・市町村等が基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施 
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（２）特定事業計画の記載内容 

特定事業計画では、事業の種類ごとに以下の内容について記載します。 

⚫ 整備対象 

⚫ 事業主体 

⚫ 事業区間・延長（※道路特定事業のみ） 

⚫ 事業内容 

⚫ 事業量・事業費 

⚫ 実施予定期間 

⚫ 事業実施に際し配慮すべき重要事項 

⚫ 事業実施位置図 

 

 

２ 事業ごとの取り組み方針 

（１）公共交通特定事業 

＜バス＞ 

・現在の歩道の幅員・形状等を考慮して、円滑に乗降できるバス停を整備します。設

置するための空間が確保できるバス停には、利用状況に合わせ上屋やベンチを

設置します。 

・高齢者、障がい児・者、子ども、子育て中の方、外国からの方等、誰もが円滑に乗降

できるノンステップバスを順次導入します。 

 

（２）道路特定事業 

・現在の歩道の幅員・形状等を考慮して、円滑に移動できる歩行空間を整備します。 

・路面の平坦性、適切な段差や勾配を確保します。 

・視覚障がい者誘導用シートやブロックを設置します。 

 

（３）交通安全特定事業 

・視覚障がい者誘導用ブロック等の設置状況や周辺の交通状況等を勘案し、必要に

応じてエスコートゾーンの整備や音響機能付信号機を設置します。 

・高輝度な道路標識及び道路標示の設置に関する事業を実施します。 

 

（４）都市公園特定事業 

・現在の出入口及び園路の構造や、施設の状況等を考慮して、安全かつ快適に利用

できる公園を整備します。 

・出入口及び園路の平坦性、適切な勾配・段差を確保します。 
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（５）建築物特定事業 

・現在の構造等を考慮しながら、最新の法令や基準に沿うよう安全・快適・円滑に移

動や利用ができる施設を整備します。 

 

（６）ソフト面での特定事業 

・職員・従業員等が、高齢者・障がい者等に対する適切な接遇・介助等を行うための

知識や技術の向上を図るための教育の充実足を図るよう働きかけます。 

・区民にマナー向上とバリアフリーの理解と協力を求める働きかけを行います。 

 

３ 特定事業計画の作成状況 

（１）公共交通特定事業 

整備対象 事業主体 連絡先 目標時期 特定事業 

バス停 
東武バスセントラル

株式会社 
 

優先度を考慮

して順次 
 

バス 
優先度を考慮

して順次 
 

 

（２）道路特定事業 

整備対象 事業主体 連絡先 目標時期 特定事業 

都道４６６号(大鷲通り) 東京都 第六建設事務所 
優先度を考慮

して順次 
 

足立１２号 

足立区 

道路整備課 
優先度を考慮

して順次 
 

足立１３号(花畑大橋通り) 道路整備課 
優先度を考慮

して順次 
 

花畑１６４号 道路整備課 長期  

花畑１６５号 道路整備課 長期  

花畑２０７号 道路整備課 順次 〇 

花畑２０８号 道路整備課 
優先度を考慮

して順次 
 

花畑２１１号 道路整備課 
優先度を考慮

して順次 
 

花畑２１２号 道路整備課 長期  

花畑２１３号 道路整備課 
優先度を考慮

して順次 
 

花畑２１８号 道路整備課 
優先度を考慮

して順次 
 

花畑２２０号 道路整備課 長期  

花畑２２３号 足立区 道路整備課 長期  

花畑２２５号 足立区 道路整備課 長期  

花畑２２７号 足立区 道路整備課 長期  

花畑２２８号 足立区 道路整備課 長期  

花畑２２９号 足立区 道路整備課 
優先度を考慮

して順次 
 

花畑２３４号 足立区 道路整備課 長期  

花畑２３５号 足立区 道路整備課 長期  
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花畑２３７号 足立区 道路整備課 長期  

花畑２４２号 足立区 道路整備課 長期  

花畑２４３号 足立区 道路整備課 
優先度を考慮

して順次 
 

花畑２４５号 足立区 道路整備課 長期  

花畑２５４号 足立区 道路整備課 長期  

花畑２６３号（花畑フラワー

ロード） 
足立区 道路整備課 

優先度を考慮

して順次 
 

花畑３５６号 足立区 道路整備課 
優先度を考慮

して順次 
 

花畑３６２号 足立区 道路整備課 
優先度を考慮

して順次 
〇 

花畑４２２号 足立区 道路整備課 長期  

花畑４２３号 足立区 道路整備課 長期  

 

（３）交通安全特定事業 

整備対象 事業主体 連絡先 目標時期 特定事業 

重点整備地区内 東京都公安委員会 警視庁交通部 
優先度を考慮

して順次 
〇 

※別途、東京都公安委員会が作成する交通安全特定事業計画を参照 

 

（４）公園特定事業 

整備対象 事業主体 連絡先 目標時期 特定事業 

毛長公園 足立区 
パークイノベーション

推進課 

優先度を考慮

して順次 
〇 

花畑公園 足立区 
パークイノベーション

推進課 

優先度を考慮

して順次 
 

樫ノ木公園 足立区 
パークイノベーション

推進課 

長期・優先度

を考慮して順

次 

 

陣川戸公園 足立区 
パークイノベーション

推進課 

優先度を考慮

して順次 
 

あいぐみ緑地公園 

足立区 
パークイノベーション

推進課 

優先度を考慮

して順次 

〇 

仲組公園  

仲組西公園  

花畑町土地区画整理組合記

念公園 
 

花畑前通公園  

花又公園  

浅間第一公園 足立区 
パークイノベーション

推進課 

優先度を考慮

して順次 
〇 

観音公園 足立区 
パークイノベーション

推進課 
長期  
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（５）建築物特定事業 

整備対象 事業主体 連絡先 目標時期 特定事業 

桜花住区センター 足立区 住区推進課 
優先度を考慮

して順次 
〇 

花畑区民事務所（花畑地域

学習センター） 
足立区 生涯学習支援課 

優先度を考慮

して順次 〇 

東京東信用金庫花畑支店 
東京東信

用金庫 
 

優先度を考慮

して順次 〇 

生活協同組合コープみらい

コープ花畑店 

コープみ

らい 
 

優先度を考慮

して順次  

桜花小学校 足立区 学校施設管理課 
優先度を考慮

して順次 
 

花畑西小学校 足立区 学校施設管理課 
優先度を考慮

して順次 
 

花畑北中学校 足立区 学校施設管理課 
優先度を考慮

して順次 
 

花畑中学校 足立区 学校施設管理課 
優先度を考慮

して順次 
 

 

（６）ソフト面での特定事業 

ア 教育啓発特定事業 

整備対象 事業主体 連絡先 目標時期 特定事業 

重点整備地区内 足立区 
ユニバーサルデザイン

担当課 
短期・長期 〇 

 

イ その他 

整備対象 事業主体 連絡先 目標時期 特定事業 

重点整備地区内 足立区 

道路公園管理課・ 

交通対策課・ユニバー

サルデザイン担当課 

短期・長期 

優先度を考慮して順次 
〇 

 

 

※目標時期 

短期：短期（おおむね５年以内）での事業完了を目標に実施する事業 

長期：短期では事業完了できないが、長期的な取組みにより事業完了を目指す事業 

順次：地区内での他の施設のバリアフリー化の進捗状況や、各施設の状況に合わせ施設改修や

改築を通じてバリアフリー化する施設の事業 

優先度を考慮して順次 

：下記の状況にある施設のバリアフリー化事業 

（１）バリアフリー化に向けて具体的な計画をしていない施設 

（２）バリアフリー化が施設の一部にとどまっている施設 

（３）現行法令でのバリアフリー化は完了しているが、法令改正により更なるバリア 

      フリー化を実施する必要がある施設
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４ 個別の特定事業計画 

（１）道路特定事業 

道路特定事業計画 

整備対象 花畑２０７号線 事業主体 足立区（道路整備課） 

事業内容 事業量 事業費 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア 段差解消 283ｍ 
45,000 

千円 
令和４年度 令和４年度 

イ      

資金調達の方法  

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

 

対象区間 

延長約 283ｍ 

凡 例 

段差解消 

文教大学 

東京あだちキャンパス 
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道路特定事業計画 

整備対象 花畑３６２号線 事業主体 足立区（道路整備課） 

事業内容 事業量 事業費 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア 視覚障がい者用ブロックの設置 470ｍ 
11,000 

千円 
未定 未定 

イ      

資金調達の方法  

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

 

 

 

  

対象区間 

延長約 470ｍ 

文教大学 

東京あだちキャンパス 

ベルクス足立

花畑中央店 

店 

文教大学 

(バス停) 

花畑五丁目 

(バス停) 
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（２）交通安全特定事業 

 

 

１ 交通安全特定事業を実施する道路の区間（位置図参照） 

道路の区間 生活関連施設 

No 路線 通称 区間 特定旅客施設 連絡する施設 

1 
特例都道 

内匠橋花畑線 

（第 466号） 

 

足立区花畑６丁目 15番先 

から 

足立区花畑２丁目７番先 

まで 

なし 

樫ノ木公園 

2 
特別区道 

足立第 12号線 
 

足立区花畑４丁目 34番 

から 

足立区花畑２丁目９番 

まで 

ビッグ・エー花畑店 

3 
特別区道 

足立第 13号線 

花畑大橋 

通り 

足立区花畑５丁目 13番 

から 

足立区保木間５丁目３番 

まで 

毛長公園、足立花畑五

郵便局 

4 
特別区道 

花畑第 132 号

線 

 

足立区保木間５丁目 39番 

から 

足立区花畑５丁目５番 

まで 

 

5 
特別区道 

花畑第 164 号

線 

 

足立区花畑３丁目 28番 

から 

足立区花畑３丁目 19番 

まで 

 

6 
特別区道 

花畑第 164 号

線 

 

足立区花畑４丁目 27番 

から 

足立区花畑４丁目 21番 

まで 

仲組西公園、花畑西小

学校 

7 
特別区道 

花畑第 165 号

線 

 

足立区花畑３丁目６番 

から 

足立区花畑３丁目３番 

まで 

 

8 
特別区道 

花畑第 207 号

線 

 

足立区花畑５丁目６番 

から 

足立区花畑５丁目 10番 

まで 

 

9 
特別区道 

花畑第 208 号

線 

 

足立区花畑４丁目 33番 

から 

足立区保木間５丁目 20番 

まで 

観音公園、東京足立病

院、地域包括支援セン

ター保木間、コープみ

らいコープ花畑店 

10 
特別区道 

花畑第 211 号

線 

 

足立区花畑５丁目 10番 

から 

足立区保木間５丁目 12番 

まで 

陣川戸公園、ドラッグ

セイムス足立花畑店、

花畑西郵便局、杉の子

幼稚園 
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道路の区間 生活関連施設 

No 路線 通称 区間 特定旅客施設 連絡する施設 

11 
特別区道 

花畑第212号線 
 

足立区花畑５丁目６番 

から 

足立区花畑５丁目５番 

まで 

なし 

 

12 
特別区道 

花畑第213号線 
 

足立区花畑５丁目 11番 

から 

足立区花畑４丁目 40番 

まで 

 

13 
特別区道 

花畑第218号線 
 

足立区花畑５丁目 14番 

から 

足立区花畑３丁目 42番 

まで 

 

14 
特別区道 

花畑第 220 号

線 

 

足立区花畑４丁目 40番 

から 

足立区花畑４丁目 37番 

まで 

 

15 
特別区道 

花畑第 223 号

線 

 

足立区花畑４丁目 21番 

から 

足立区花畑４丁目 20番 

まで 

 

16 
特別区道 

花畑第 225 号

線 

 

足立区花畑３丁目 38番 

から 

足立区花畑３丁目 37番 

まで 

 

17 
特別区道 

花畑第 227 号

線 

 

足立区花畑３丁目 27番 

から 

足立区花畑３丁目 29番 

まで 

花畑町土地区画整理

組合記念公園 

18 
特別区道 

花畑第 228 号

線 

 

足立区花畑３丁目 38番 

から 

足立区花畑３丁目 36番 

まで 

仲組公園 

19 
特別区道 

花畑第 229 号

線 

 

足立区花畑３丁目 26番 

から 

足立区花畑３丁目３番 

まで 

花又公園 

20 
特別区道 

花畑第 234 号

線 

 

足立区花畑６丁目３番 

から 

足立区花畑３丁目 40番 

まで 

あいぐみ緑地公園 

21 
特別区道 

花畑第 235 号

線 

 

足立区花畑６丁目 11番 

から 

足立区花畑６丁目 11番 

まで 

 

22 
特別区道 

花畑第 237 号

線 

 

足立区花畑６丁目３番 

から 

足立区花畑６丁目７番 

まで 

 

23 
特別区道 

花畑第 242 号

線 

 

足立区花畑４丁目 20番 

から 

足立区花畑４丁目 14番 

まで 

花畑区民事務所（花畑

地域学習センター） 
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道路の区間 生活関連施設 

No 路線 通称 区間 特定旅客施設 連絡する施設 

24 
特別区道 

花畑第 243 号

線 

 

足立区花畑４丁目 17番 

から 

足立区花畑２丁目１番 

まで 

なし 

花畑前通公園 

25 
特別区道 

花畑第 245 号

線 

 

足立区保木間５丁目 17番 

から 

足立区保木間５丁目 14番 

まで 

 

26 
特別区道 

花畑第 254 号

線 

 

足立区花畑３丁目 17番 

から 

足立区花畑３丁目 17番 

まで 

 

27 
特別区道 

花畑第 263 号

線 

花畑フラワー

ロード 

足立区保木間５丁目 13番 

から 

足立区花畑１丁目 35番 

まで 

東京東信用金庫花畑

支店、花畑中学校 

28 
特別区道 

花畑第 356 号

線 

 

足立区花畑５丁目５番 

から 

足立区保木間５丁目 28番 

まで 

足立北病院 

29 
特別区道 

花畑第 362 号

線 

 

足立区花畑５丁目３番 

から 

足立区花畑６丁目９番 

まで 

浅間第一公園、花畑公

園、花はたリハビリテ

ーション病院、地域包

括支援センターはなは

た、ベルクスモール足

立花畑、りそな銀行竹

ノ塚支店花畑団地出

張所、花畑北中学校、

文教大学 

30 
特別区道 

花畑第 378 号

線 

 

足立区花畑２丁目９番 

から 

足立区花畑２丁目９番 

まで 

 

31 
特別区道 

花畑第 422 号

線 

 

足立区花畑６丁目 11番 

から 

足立区花畑６丁目９番 

まで 

桜花小学校 

32 
特別区道 

花畑第 423 号

線 

 

足立区花畑６丁目８番 

から 

足立区花畑６丁目４番 

まで 

桜花住区センター 

33 
特別区道 

花畑第 529 号

線 

 

足立区花畑２丁目４番 

から 

足立区花畑２丁目３番 

まで 

 

34 
特別区道 

花畑第 530 号

線 

 

足立区花畑２丁目６番 

から 

足立区花畑２丁目１番 

まで 
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２  道路の区間ごとの交通安全特定事業の内容及び実施予定期間 

⑴ 路線別 

No 路線 事業内容 実施予定期間 

1 
特例都道 

内匠橋花畑線（第 466号） 

信号機の改良（音響機能の整備）、 

横断歩道の整備 
令和５～７年度 

2 特別区道足立第 12号線 
信号機の改良（音響機能の整備）、 

横断歩道の整備 
同上 

3 特別区道足立第 13号線 
信号機の改良（音響機能の整備）、 

横断歩道の整備 
同上 

10 特別区道花畑第 211号線 
信号機の改良（音響機能の整備）、 

横断歩道の整備 
同上 

12 特別区道花畑第 213号線 横断歩道の整備 同上 

19 特別区道花畑第 229号線 横断歩道の整備 同上 

27 特別区道花畑第 263号線 信号機の改良（音響機能の整備） 同上 

29 特別区道花畑第 362号線 
信号機の改良（音響機能の整備）、 

横断歩道の整備 
同上 

 

⑵ 全路線共通 

事業内容 実施予定期間 

１ 道路標識及び道路標示の設置に関する事業 

⑴ 道路標識の適切な補修 

必要に応じて実施（道路標識の高輝度化は既に実施済） 

⑵ 道路標示の適切な補修 

必要に応じて実施（道路標示の高輝度化は既に実施済） 

⑶ エスコートゾーンの整備（注１） 

必要に応じて実施 

２ 違法駐車行為の防止のための事業 

⑴ 横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車の指導取締りの実施 

⑵ 歩道及び視覚障害者誘導用ブロック上の自動二輪車等の違法駐

車の指導取締りの実施 

⑶ 違法駐車行為の防止のための広報活動及び啓発活動の実施 

令和５～７年度 

（継続的に実施） 

（注１） 横断歩道であることを表示する道路標示であって、視覚障害者の誘導を行うための

線状又は点状の突起を設けるもの。 
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３  その他交通安全特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項 

⑴ 関係機関との連携の強化 

交通安全特定事業の実施に当たっては、相互の事業の進捗状況を確認するための関係機

関との意見交換を行うとともに、定期的に事業の検討及び点検を行う。 

⑵ 周辺の交通規制等との整合性の確保 

信号機の整備に当たっては、周辺の既設信号機及び横断歩道の位置を把握し、隣接信号

機との系統制御を確保するとともに、歩行者の動線によっては信号機、横断歩道の移設等

を検討する。 

また、交通規制の実施に当たっては、周辺道路へ与える影響を常に調査し、交通流の整序

化等が図られるよう、周辺の交通規制等について、必要な見直しを実施する。 

⑶ 違法駐車行為の防止のための事業における配慮事項 

違法駐車の指導取締りに加え、違法駐車行為の防止に資する事業について、関係機関と

連携して重点的かつ計画的に実施する。  
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位置図 

 

区市町村名 足立区 

重点整備地区名 花畑周辺地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

＜凡例＞ 

：重点整備地区 

：道路の区間（生活関連経路） 

 

  

地図調製 （株）昭文社 
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（３）公園特定事業 

都市公園特定事業計画 

整備対象 毛長公園 事業主体 足立区（パークイノベーション推進課） 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア 出入口改修 １０か所 令和１０年度 令和１４年度 

イ 園路改修 １式 令和１０年度 令和１４年度 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

 

 

 

 

 

 

  

出入口 

出入口 

出入口 

出入口 

出入口 

出入口 

出入口 

出入口 出入口 
出入口 
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都市公園特定事業計画 

整備対象 あいぐみ緑地公園 事業主体 足立区（パークイノベーション推進課） 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア 出入口改修 ７か所 令和９年度 令和１０年度 

イ 園路改修 １式 令和９年度 令和１０年度 

ウ トイレ改修 １か所 令和９年度 令和１０年度 

エ 誘導用標示設置 １か所 令和９年度 令和１０年度 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

 

 

 

 

 

  

出入口 

出入口 

出入口 

出入口 

出入口 

出入口 

出入口 

トイレ 
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都市公園特定事業計画 

整備対象 浅間第一公園 事業主体 足立区（パークイノベーション推進課） 

事業内容 事業量 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア 出入口改修 ４か所 令和８年度 令和９年度 

イ 園路改修 １式 令和８年度 令和９年度 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

 

 

 

 

 

  

出入口 

出入口 

出入口 

出入口 
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（４）建築物特定事業 

建築物特定事業計画 

整備対象 桜花住区センター 事業主体 足立区（住区推進課） 

事業内容 事業量 事業費 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア 筆談用具の設置 １個 二千円 令和４年度 令和４年度 

イ トイレ機能の分散   大規模改修時 大規模改修時 

資金調達の方法  

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

事業実施位置図、写真等 

 

ア 筆談用具の設置 

事務所受付に、筆談用具を設置する。 

 

 イ トイレ機能の分散 

現在オストメイトは車椅子利用者対応トイレにのみ設置されているが、一般トイレにも大規

模改修工事の際に設置を検討する。 

 

                    既設のオストメイト 
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建築物特定事業計画 

整備対象 花畑地域学習センター 事業主体 足立区（生涯学習支援課） 

事業内容 事業量 事業費 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア 高齢者障がい者等用便房（バリ

アフリートイレ）の改修 
3か所 未定 令和 8年度 令和 9年度 

イ オストメイト対応トイレの設置 ３か所 未定 令和 8年度 令和 9年度 

ウ トイレ内折りたたみ式大型ベッドの

設置 
１か所 未定 令和 8年度 令和 9年度 

資金調達の方法 大規模改修時における修繕費用として調達 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

上記事項以外についても足立区公共建築物整備基準に準じて可能

な範囲で対応する。 

事業実施位置図、写真等 
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建築物特定事業計画 

整備対象 東京東信用金庫花畑支店 事業主体 東京東信用金庫 

事業内容 事業量 事業費 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア 車いす使用者用駐車場の整備 １台 3,100 

千円 

令和４年度 令和４年度 

イ 敷地内通路の改修 １式 令和４年度 令和４年度 

     

資金調達の方法  国及び区の補助を活用した整備とする。 

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

利用者の要望を踏まえながら、国土交通省「建築設計標準」及び東

京都福祉のまちづくり条例に適合する整備とする。 

事業実施位置図、写真等 
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（５）ソフト面での特定事業 

ア 教育啓発特定事業 

教育啓発特定事業計画 

整備対象 重点整備地区内 事業主体 足立区（ユニバーサルデザイン担当課） 

事業内容 事業量 事業費 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア 小学校におけるユニバーサルデ

ザイン出張講座 
― ― 着手済み 継続 

     

資金調達の方法  

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

〈ユニバーサルデザイン出張講座〉 

「ユニバーサルデザインのまちを作るには、施設整備と同時に、気づかいや手伝いを行う“こころ

づかい”も重要である」ことに力点を置いた口座。 

 

・ 全編を通して児童に問いかける形式をとり各自の考察を促す内容。（１コマ４５分間） 

・ ワークシート「ユニバーサルデザインを探そう（駅・ショッピングセンター）」を使用し、各自

（含むグループワーク）で探し発表させる。 

・ ＵＤ啓発パンフレット「あだちのユニバーサルデザイン」の配布。 

・ 授業後のアンケートを集計し、結果を次回以降の講座に反映。 

・ 声かけ運動ポスター「声かけていますか」の校内掲示の依頼 
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イ その他 

その他の特定事業計画 

整備対象 重点地区内 事業主体 足立区（道路公園管理課） 

事業内容 事業量 事業費 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア 道路の不法占用・不正使用等の

解消 
― ― 必要に応じて 継続 

     

資金調達の方法  

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

原因者の状況を把握し、適切な指導・改善を図っていく必要がある。 

事業実施位置図、写真等 

 

①道水路等への不法占用並びに不正使用の監察及び指導 

 ・定期パトロールの実施、不法占用・不正使用者の確認、指導実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②道水路等への不法投棄の監察及び指導 

 ・定期パトロールの実施、不法投棄者の確認、指導実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③私道や自主管理歩道等への不法投棄の相談 

 ・現地確認、管理区分の説明、対応策の助言、注意看板の貸出制度の紹介等を実施 
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その他の特定事業計画 

整備対象 重点整備地区内 事業主体 足立区（交通対策課） 

事業内容 事業量 事業費 
実施予定期間 

着 手 完 了 

ア 学校等における交通安全教育 ― ― 着手済み 継続 

 ― ―   

資金調達の方法  

事業実施に際し 

配慮すべき重要事項 

 

 

①幼稚園、保育園での交通安全教室 

 ・警察署と連携して実施。 

・交通安全に関するビデオ鑑賞、交通安全講話、模擬交差点を使用しての歩行訓練実施。 

・反射材ストラップの配布。 

 

 

 

 

 

 

 

②自転車安全運転免許発行事業 

 ・警察署と連携して実施。 

 ・対象は小学３年生。 

 ・交通安全講話、自転車実技、筆記テストを実施。 

 ・修了した児童に顔写真入りの免許証を発行。 

 

 

 

 

③スタントマンを活用した体験型交通安全教室 

 ・警察署と連携して実施。 

 ・３年で区内全校一巡するよう実施。 

 ・交通安全講話、交通事故及び自転車の危険運転をスタントマンによる再現で疑似体験。 

・受講後のアンケートを活用し、自分の自転車運転等を振り返る機会とする。 
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 ＜資料＞足立区バリアフリー地区別計画（花畑周辺地区編）一部抜粋 

 

１ 地区別計画（花畑周辺地区編）の概要 

（１）バリアフリー化の基本的な方針 

バリアフリー法等の法令・基準や地区内の現状を踏まえ、以下の３点を花畑周辺地区の

バリアフリー化の基本的な方針とし、計画を策定していきます。 

 

 

基本方針１ 

花畑団地を中心とした徒歩圏において、不特定多数の人が利用する施設とそれらの施

設間を結ぶ道路を対象とした面的なバリアフリー化を推進する。 

 

基本方針２ 

高齢者、障がい児・者、子ども、子育て中の方、外国からの方等が公共交通から花畑団

地および周辺施設に円滑に移動できるように、バリアフリー化された歩行空間ネットワー

クを形成する。 

 

基本方針３ 

施設のバリアフリー化等のハード面での整備に加え、施設を利用する方々の円滑な移

動やコミュニケーションを手助けするための知識や技術を、施設の管理者や職員が身に

つけるために必要な研修など、施設管理者の接遇や介助水準向上を目指したソフト面の

対応策も推進する。 
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（２）生活関連施設の設定 

花畑周辺地区におけるバリアフリー化する対象の施設である生活関連施設を下表のと

おり設定します。 

 

花畑周辺地区の生活関連施設の一覧（公園・建築物） 

○：区の施設   

生活関連施設 
花畑周辺地区内の対象となる施設 

種別 種類 

公園 都市公園 

○ 毛長公園 

○ 浅間第一公園 

○ 花畑公園 

○ あいぐみ緑地公園 

○ 仲組公園 

○ 観音公園 

○ 仲組西公園 

○ 花畑町土地区画整理組合記念公園 

○ 樫ノ木公園 

○ 花畑前通公園 

○ 陣川戸公園 

○ 花又公園 

建築物 

公共施設 
○ 桜花住区センター 

○ 花畑区民事務所（花畑地域学習センター） 

医療機関等 

 足立北病院 

 花はたリハビリテーション病院 

 東京足立病院 

保健・福祉施設 
○ 地域包括支援センターはなはた 

○ 地域包括支援センター保木間 

商業施設 

 ベルクスモール足立花畑 

 ビッグ・エー花畑店 

 ドラッグセイムス足立花畑店 

 コープみらいコープ花畑店 
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花畑周辺地区の生活関連施設の一覧（建築物） 

○：区の施設  

生活関連施設 
花畑周辺地区内の対象となる施設 

種別 種類 

建築物 

金融機関等 
 りそな銀行竹ノ塚支店花畑団地出張所 

 東京東信用金庫花畑支店 

郵便局 
 足立花畑五郵便局 

 花畑西郵便局 

教育施設等 

○ 桜花小学校 

○ 花畑西小学校 

○ 花畑北中学校 

○ 花畑中学校 

 文教大学 

 杉の子幼稚園 

※ 施設については北側(同一の場合は西側)から順番に記載  
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（３）生活関連経路の設定 

以下のような区道や都道の道路等を花畑周辺地区における生活関連経路に設定しま

す。 

 

・ 生活関連施設同士を結ぶ経路 

・ 生活関連施設と最寄りのバス停とを結ぶ経路 

・ できる限り歩道のある経路 

 

なお生活関連経路のうち、バリアフリー化の優先度が高い経路を「主要経路」、バリアフ

リー化の優先度としては低いが、経路のネットワーク性を高めるために必要な経路を「ネ

ットワーク経路」として定めます。経路のネットワーク性を高めることにより、目的地まで

より近い経路を選択して移動することができたり、災害等で通行できなくなった場合、別

の経路を選択して移動したりすることができます。 

花畑周辺地区の生活関連経路は、主に下記に示す主要道路の他に、２８ページに示す

道路等とします。 

都道：都道４６６号線（大鷲通り） 

区道：区道足立１３号（花畑大橋通り）等の地区内の区道 

生活関連経路の総延長：約１１，７０２ｍ 

（うち主要経路：約１０，０２３ｍ、ネットワーク経路：約１，６７９ｍ） 

 

 

（４）重点整備地区の範囲の設定 

以下の条件をもとに花畑周辺地区における重点整備地区の範囲を設定します。 

 

・ 花畑団地の中央部を中心に半径５００～１,０００ｍの徒歩圏内とする 

・ 河川や幹線道路、町（丁）の境界等の区画を考慮する 

・ 町（丁）の境界に関係なく、地区内の生活に関連した生活関連施設及び生活関連経路

を含めた範囲とする 

 

重点整備地区の区域と生活関連施設・経路を次項に示します。 
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重点整備地区の区域と生活関連施設・経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500分の 1地形図を利用して作成したものである。（承認番号）3都市基交著第 57号 
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２ 特定事業 

（１）公共交通特定事業 

 

ア バス 

 

整備対象施

設 

事業 

主体 

バリアフリー化の 

現状と課題 

バリアフリー化に 

向けた取り組み 

目標時期 

短期 長期 

バス停 

バ
ス
事
業
者 

多くのバス停で上屋やベンチ、視

覚障がい者誘導用ブロックが設置

されていない。 

現在の歩道の幅員・

形状等を考慮して、

円滑に乗降できるバ

ス停を整備します。 

〇 〇 

設置するための空間

が確保できるバス停

には利用状況に合わ

せ、上屋やベンチ、視

覚障がい者誘導用ブ

ロックを設置します。 

〇 〇 

バス 

足立区総合交通計画において、バ

ス停や車両の利用環境の向上につ

いて計画が示されている。 

高齢者、障がい児・

者、子ども、子育て中

の方、外国からの方

等、誰もが円滑に乗

降できるノンステップ

バスを順次導入しま

す。 

〇 〇 

 

 

  

優先度を考慮して
順次 

優先度を考慮して
順次 

優先度を考慮して
順次 
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（２）道路特定事業 

 

※ 都道、区道及び道路番号の順で記載 

整備対象 

経路 

事業

主体 
バリアフリー化の現状と課題 

バリアフリー化に 

向けた取り組み 

目標時期 

短期 長期 

都道４６６号 

(大鷲通り) 

東
京
都 

歩道の

平坦性 

歩道が平坦ではない箇所

がある。 

路面の平坦性、適切な

段差や勾配を確保し

ます。 

〇 〇 

 

整備対象 

経路 

事業

主体 
バリアフリー化の現状と課題 

バリアフリー化に 

向けた取り組み 

目標時期 

短期 長期 

足立１２号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 
歩道が狭い箇所がある。 

現在の歩道の幅員・形

状等を考慮して、円滑

に移動できる歩行空

間を整備します。 

〇 〇 歩道の

平坦性 

歩道が平坦ではない箇所

がある。 

路面の平坦性、適切な

段差や勾配を確保し

ます。 

誘導用

ブロック 

視覚障がい者誘導用シー

トやブロックが設置されて

いない箇所がある。 

視覚障がい者誘導用

シートやブロックを設

置します。 

足立１３号 

(花畑大橋通り) 

足
立
区 

歩道の

平坦性 

歩道が平坦ではない箇所

がある。 

路面の平坦性、適切な

段差や勾配を確保し

ます。 
〇 〇 

誘導用

ブロック 

視覚障がい者誘導用シー

トやブロックが設置されて

いない箇所がある。 

視覚障がい者誘導用

シートやブロックを設

置します。 

   

優先度を考慮して
順次 

優先度を考慮して
順次 

優先度を考慮して
順次 
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整備対象 

経路 

事業

主体 
バリアフリー化の現状と課題 

バリアフリー化に 

向けた取り組み 

目標時期 

短期 長期 

花畑１６４号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が狭い箇所があ

る。 

現在の歩道の幅員・形状

等を考慮して、円滑に移

動できる歩行空間を整備

します。 

 〇 

花畑１６５号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が狭い箇所があ

る。 

現在の歩道の幅員・形状

等を考慮して、円滑に移

動できる歩行空間を整備

します。 

 〇 

花畑２０７号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が狭い箇所があ

る。 

現在の歩道の幅員・形状

等を考慮して、円滑に移

動できる歩行空間を整備

します。 

〇  

花畑２０８号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が狭い箇所があ

る。 

現在の歩道の幅員・形状

等を考慮して、円滑に移

動できる歩行空間を整備

します。 
 〇 

歩道の

平坦性 

歩道が平坦ではない箇

所がある。 

路面の平坦性、適切な段

差や勾配を確保します。 

花畑２１１号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が狭い箇所があ

る。 

現在の歩道の幅員・形状

等を考慮して、円滑に移

動できる歩行空間を整備

します。 

 〇 
歩道の

平坦性 

歩道が平坦ではない箇

所がある。 

路面の平坦性、適切な段

差や勾配を確保します。 

誘導用

ブロック 

視覚障がい者誘導用 

シートやブロックが設置

されていない箇所があ

る。 

視覚障がい者誘導用 シ

ートやブロックを設置し

ます。 

  

順 次 

優先度を考慮して

順次 

優先度を考慮して

順次 
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整備対象 

経路 

事業

主体 
バリアフリー化の現状と課題 

バリアフリー化に 

向けた取り組み 

目標時期 

短期 長期 

花畑２１２号 

足
立
区 

誘導用

ブロック 

視覚障がい者誘導用 

シートやブロックが設置

されていない箇所があ

る。 

視覚障がい者誘導用 シ

ートやブロックを設置し

ます。 

 〇 

花畑２１３号 

足
立
区 

歩道の

平坦性 

歩道が平坦ではない箇

所がある。 

路面の平坦性、適切な段

差や勾配を確保します。 

 〇 

電柱 

歩道上に電柱があるた

め、通行部分が狭くなっ

ている箇所がある。 

各種計画に基づき、無電

柱化を順次実施します。 

誘導用

ブロック 

視覚障がい者誘導用 

シートやブロックが設置

されていない箇所があ

る。 

視覚障がい者誘導用 シ

ートやブロックを設置し

ます。 

花畑２１８号 

足
立
区 

誘導用

ブロック 

視覚障がい者誘導用 

シートやブロックが設置

されていない箇所があ

る。 

視覚障がい者誘導用 シ

ートやブロックを設置し

ます。 

 〇 

花畑２２０号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が狭い箇所があ

る。 

現在の歩道の幅員・形状

等を考慮して、円滑に移

動できる歩行空間を整備

します。 

 〇 
歩道の

平坦性 

歩道が平坦ではない箇

所がある。 

路面の平坦性、適切な段

差や勾配を確保します。 

誘導用

ブロック 

視覚障がい者誘導用 

シートやブロックが設置

されていない箇所があ

る。 

視覚障がい者誘導用 シ

ートやブロックを設置し

ます。 

  

優先度を考慮して

順次 

優先度を考慮して
順次 
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整備対象 

経路 

事業

主体 
バリアフリー化の現状と課題 

バリアフリー化に 

向けた取り組み 

目標時期 

短期 長期 

花畑２２３号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が狭い箇所があ

る。 

現在の歩道の幅員・形状

等を考慮して、円滑に移

動できる歩行空間を整備

します。 

 〇 

花畑２２５号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が狭い箇所があ

る。 

現在の歩道の幅員・形状

等を考慮して、円滑に移

動できる歩行空間を整備

します。 

 〇 

花畑２２７号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が狭い箇所があ

る。 

現在の歩道の幅員・形状

等を考慮して、円滑に移

動できる歩行空間を整備

します。 

 〇 

花畑２２８号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が狭い箇所があ

る。 

現在の歩道の幅員・形状

等を考慮して、円滑に移

動できる歩行空間を整備

します。 

 〇 

花畑２２９号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が狭い箇所があ

る。 

現在の歩道の幅員・形状

等を考慮して、円滑に移

動できる歩行空間を整備

します。 

 〇 

歩道の

平坦性 

歩道と車道の段差が高

く、車椅子やベビー カ

ー等が通行しにくい箇

所がある。 

路面の平坦性、適切な段

差や勾配を確保します。 

歩道が平坦ではない箇

所がある。 

花畑２３４号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が狭い箇所や、歩

道が連続していない箇

所がある。 

現在の歩道の幅員・形状

等を考慮して、円滑に移

動できる歩行空間を整備

します。 

 〇 

  

優先度を考慮して

順次 
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整備対象 

経路 

事業

主体 
バリアフリー化の現状と課題 

バリアフリー化に 

向けた取り組み 

目標時期 

短期 長期 

花畑２３５号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 
歩道が狭い箇所がある。 

現在の歩道の幅員・形

状等を考慮して、円滑

に移動できる歩行空間

を整備します。 

 〇 

花畑２３７号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が狭い箇所や、歩道

が連続していない箇所が

ある。 

現在の歩道の幅員・形

状等を考慮して、円滑

に移動できる歩行空間

を整備します。 

 〇 

花畑２４２号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が狭い箇所や、歩道

が連続していない箇所が

ある。 

現在の歩道の幅員・形

状等を考慮して、円滑

に移動できる歩行空間

を整備します。 

 〇 

歩道の

平坦性 

横断歩道に接する歩道と

車道の段差が高く、車椅

子やベビーカー等が通行

しにくい箇所がある。 

路面の平坦性、適切な

段差や勾配を確保しま

す。 
歩道が平坦ではない箇所

がある。 

花畑２４３号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が狭い箇所や、歩道

が連続していない箇所が

ある。 

現在の歩道の幅員・形

状等を考慮して、円滑

に移動できる歩行空間

を整備します。  〇 
誘導用

ブロック 

視覚障がい者誘導用シー

トやブロックが設置され

ていない箇所がある。 

歩道の

平坦性 

歩道が平坦ではない箇所

がある。 

路面の平坦性、適切な

段差や勾配を確保しま

す。 

  

優先度を考慮して
順次 
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整備対象 

経路 

事業

主体 
バリアフリー化の現状と課題 

バリアフリー化に 

向けた取り組み 

目標時期 

短期 長期 

花畑２４５号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が狭い箇所があ

る。 

現在の歩道の幅員・形状

等を考慮して、円滑に移

動できる歩行空間を整備

します。 

 〇 

花畑２５４号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が連続していない

箇所がある。 

現在の歩道の幅員・形状

等を考慮して、円滑に移

動できる歩行空間を整備

します。 

 〇 

花畑２６３号（花

畑フラワーロー

ド） 

足
立
区 

歩道の

平坦性 

歩道が平坦ではない箇

所がある。 

路面の平坦性、適切な段

差や勾配を確保します。 

 〇 
誘導用

ブロック 

視覚障がい者誘導用 

シートやブロックが設置

されていない箇所があ

る。 

視覚障がい者誘導用 シ

ートやブロックを設置し

ます。 

花畑３５６号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が連続していない

箇所がある。 

現在の歩道の幅員・形状

等を考慮して、円滑に移

動できる歩行空間を整備

します。 
 〇 

歩道の

平坦性 

歩道が平坦ではない箇

所がある。 

路面の平坦性、適切な段

差や勾配を確保します。 

花畑３６２号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 

歩道が狭い箇所があ

る。 

現在の歩道の幅員・形状

等を考慮して、円滑に移

動できる歩行空間を整備

します。 

 〇 
歩道の

平坦性 

歩道が平坦ではない箇

所がある。 

路面の平坦性、適切な段

差や勾配を確保します。 

誘導用

ブロック 

視覚障がい者誘導用 

シートやブロックが設置

されていない箇所があ

る。 

視覚障がい者誘導用 シ

ートやブロックを設置し

ます。 

 

優先度を考慮して

順次 

優先度を考慮して
順次 

優先度を考慮して
順次 
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整備対象 

経路 

事業

主体 
バリアフリー化の現状と課題 

バリアフリー化に 

向けた取り組み 

目標時期 

短期 長期 

花畑４２２号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 
歩道が狭い箇所がある。 

現在の歩道の幅員・形

状等を考慮して、円滑

に移動できる歩行空間

を整備します。 

 〇 

花畑４２３号 

足
立
区 

歩道の

幅員等 
歩道が狭い箇所がある。 

現在の歩道の幅員・形

状等を考慮して、円滑

に移動できる歩行空間

を整備します。 

 〇 
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（３）交通安全特定事業 

 

整備対象 

施設 

事業 

主体 
バリアフリー化の現状と課題 

バリアフリー化に 

向けた取り組み 

目標時期 

短期 長期 

重点整備 

地区内 

東
京
都
公
安
委
員
会 

エスコー

トゾーン

及び 

信号機 

交差点等で、エスコートゾ

ーンや音響機能付信号な

どの設置されていない箇

所がある。 

視覚障がい者誘導用ブロ

ック等の設置状況や周辺

の交通状況等を勘案し、

必要に応じてエスコート

ゾーンの整備や音響機能

付信号機を設置します。 

〇 〇 

交通規制

標識 

路面標示 

反射材料等を用いた道路

標識（規制標識）や道路標

示を設置し、誰もが安全

に通行できる道路とする

必要がある。 

高輝度な道路標識及び

道路標示の設置に関する

事業を実施します。 
〇 〇 

 

 

 

  

優先度を考慮して

順次 

優先度を考慮して
順次 
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（４）都市公園特定事業 

 

※ 施設については北側(同一の場合は西側)から順番に記載 

整備対象 

施設 

事業

主体 
バリアフリー化の現状と課題 

バリアフリー化に 

向けた取り組み 

目標時期 

短期 長期 

毛長公園 
足
立
区 

公園全体 

出入口、園路、設備等に

バリアフリー化の必要

性がある箇所がある。 

現在の出入口及び園路の

構造や、施設の状況等を考

慮して、安全かつ快適に利

用できる公園を整備しま

す。 

〇 〇 

出入口や

園路 

段差や車止めにより誰

もが円滑に出入りでき

ない出入口がある。 
出入口及び園路の平坦

性、適切な勾配・段差を確

保します。 

園路などに段差や凹凸

や幅の狭い部分があ

り、車椅子やベビー カ

ー等が通りにくい箇所

がある。 

花畑公園 
足
立
区 

公園全体 

出入口、園路、設備等に

バリアフリー化の必要

性がある箇所がある。 

現在の出入口及び園路の

構造や、施設の状況等を考

慮して、安全かつ快適に利

用できる公園を整備しま

す。 
○ ○ 

出入口や

園路 

段差や車止めにより誰

もが円滑に出入りでき

ない出入口がある。 

出入口及び園路の平坦

性、適切な勾配・段差を確

保します。 

  

優先度を考慮して

順次 

優先度を考慮して

順次 
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整備対象 

施設 

事業

主体 
バリアフリー化の現状と課題 

バリアフリー化に 

向けた取り組み 

目標時期 

短期 長期 

樫ノ木公園 
足
立
区 

公園全体 

出入口、園路、設備等に

バリアフリー化の必要性

がある箇所がある。 

現在の出入口及び園路

の構造や、施設の状況等

を考慮して、安全かつ快

適に利用できる公園を整

備します。 

 ○ 

出入口や

園路 

段差や車止めにより誰

もが円滑に出入りでき

ない出入口がある。 出入口及び園路の平坦

性、適切な勾配・段差を

確保します。 

園路などに段差、凹凸

のある部分があり、車椅

子やベビーカー等が通

りにくい箇所がある。 

陣川戸公園 
足
立
区 

公園全体 

出入口、園路、設備等

にバリアフリー化の必

要性がある箇所があ

る。 

現在の出入口及び園路

の構造や、施設の状況

等を考慮して、安全かつ

快適に利用できる公園

を整備します。 

○ ○ 

出入口や

園路 

段差や車止めにより誰

もが円滑に出入りでき

ない出入口がある。 
出入口及び園路の平坦

性、適切な勾配・段差を

確保します。 

園路などに段差、凹

凸、急勾配の部分があ

り、車椅子やベビーカ

ー等が通りにくい箇所

がある。 

誘導用 

ブロック 

主要な出入口からバリ

アフリートイレまでの経

路に視覚障がい者誘導

用シートやブロックが

あるとよい。 

主な出入口からバリアフ

リートイレまでの経路等

に視覚障がい者誘導用

シートやブロックを設置

します。 

○ 

 

トイレ 

バリアフリートイレの機

能を充実させてほし

い。 

トイレの建替えの際に機

能を見直します。 

 

 

 

○ 

  

優先度を考慮して
順次 

優先度を考慮して
順次 

優先度を考慮して

順次 
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整備対象 

施設 

事業

主体 
バリアフリー化の現状と課題 

バリアフリー化に 

向けた取り組み 

目標時期 

短期 長期 

あいぐみ 
緑地公園 

仲組公園 

仲組西公園 

花畑町土地区画 

整理組合記念公園 

花畑前通公園 

花又公園 

足
立
区 

公園全体 

出入口、園路、設備等に

バリアフリー化の必要性

がある箇所がある。 

現在の出入口及び園路

の構造や、施設の状況等

を考慮して、安全かつ快

適に利用できる公園を整

備します。 

○ ○ 
出入口や

園路 

段差や車止めにより誰も

が円滑に出入りできない

出入口がある。 出入口及び園路の平坦

性、適切な勾配・段差を

確保します。 

園路などに段差、凹凸の

ある部分があり、車椅子

やベビーカー等が通りに

くい箇所がある。 

トイレ 

障がい者対応トイレがな

い。機能を充実する必要

がある。 

トイレの適正配置を踏ま

え、更新の際にバリアフ

リートイレを整備します。 

浅間第一 

公園 

足
立
区 

公園全体 

出入口、園路、設備等に

バリアフリー化の必要性

がある箇所がある。 

現在の出入口及び園路

の構造や、施設の状況等

を考慮して、安全かつ快

適に利用できる公園を整

備します。 

○ ○ 

出入口や

園路 

段差や車止めにより誰も

が円滑に出入りできない

出入口がある。 出入口及び園路の平坦

性、適切な勾配・段差を

確保します。 

園路などに段差、凹凸の

ある部分があり、車椅子

やベビーカー等が通りに

くい箇所がある。 

観音公園 
足
立
区 

公園全体 

原っぱ機能の有した公園

のため、園路がなく、バリ

アフリー化の必要性があ

る箇所がある。 

現在の出入口及び園路

の構造や、施設の状況等

を考慮して、安全かつ快

適に利用できる公園を整

備します。 

 

○ 

 

  

優先度を考慮して
順次 

優先度を考慮して
順次 
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（５）建築物特定事業 

 

※ 施設については北側(同一の場合は西側)から順番に記載 

整備対象 

施設 

事業

主体 

バリアフリー化の 

現状と課題 

バリアフリー化に 

向けた取り組み 

目標時期 

短期 長期 

桜花住区 

センター 

足
立
区 

建設当時の法令や基準に基

づき整備したが、法令改正等

の新たな要因により、バリア

フリー化の改善の余地があ

る。 

現在の構造等を考慮しな

がら、最新の法令や基準に

沿うよう安全・快適・円滑に

移動や利用ができる施設

を整備します。 

〇 〇 

花畑区民 

事務所（花

畑地域学習

センター） 

足
立
区 

建設当時の法令や基準に基

づき整備したが、法令改正等

の新たな要因により、バリア

フリー化の改善の余地があ

る。 

現在の構造等を考慮しな

がら、最新の法令や基準に

沿うよう安全・快適・円滑に

移動や利用ができる施設

を整備します。 

〇 〇 

東京東 

信用金庫 

花畑支店 

東
京
東
信
用
金
庫 

建設当時の法令や基準に基

づき整備したが、法令改正等

や利用者の利便性向上など

の新たな要因により、バリア

フリー化の改善の余地があ

る。 

現在の構造等を考慮しな

がら、施設整備時の法令や

基準に沿うよう安全・快適・

円滑に移動や利用ができ

る施設を整備します。 

〇 〇 

生活協同組合

コープみらい 

コープ 

花畑店 

コ
ー
プ
み
ら
い 

建設当時の法令や基準に基

づき整備したが、法令改正等

の新たな要因により、バリア

フリー化の改善の余地があ

る。 

現在の構造等を考慮しな

がら、最新の法令や基準に

沿うよう安全・快適・円滑に

移動や利用ができる施設

を整備します。 

 〇 

桜花 

小学校 

足
立
区 

建設当時の法令や基準に基

づき整備したが、法令改正等

の新たな要因により、バリア

フリー化の改善の余地があ

る。 

現在の構造等を考慮しな

がら、最新の法令や基準に

沿うよう安全・快適・円滑に

移動や利用ができる施設

を整備します。 

〇 〇 

花畑西 

小学校 

足
立
区 

建設当時の法令や基準に基

づき整備したが、法令改正等

の新たな要因により、バリア

フリー化の改善の余地があ

る。 

現在の構造等を考慮しな

がら、最新の法令や基準に

沿うよう安全・快適・円滑に

移動や利用ができる施設

を整備します。 

〇 〇 

優先度を考慮して
順次 

優先度を考慮して

順次 

優先度を考慮して
順次 

優先度を考慮して
順次 

優先度を考慮して
順次 

優先度を考慮して

順次 
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整備対象 

施設 

事業

主体 

バリアフリー化の 

現状と課題 

バリアフリー化に 

向けた取り組み 

目標時期 

短期 長期 

花畑北 

中学校 

足
立
区 

建設当時の法令や基準に基

づき整備したが、法令改正等

の新たな要因により、バリア

フリー化の改善の余地があ

る。 

現在の構造等を考慮しな

がら、最新の法令や基準に

沿うよう安全・快適・円滑に

移動や利用ができる施設

を整備します。 

〇 〇 

花畑 

中学校 

足
立
区 

建設当時の法令や基準に基

づき整備したが、法令改正等

の新たな要因により、バリア

フリー化の改善の余地があ

る。 

現在の構造等を考慮しな

がら、最新の法令や基準に

沿うよう安全・快適・円滑に

移動や利用ができる施設

を整備します。 

〇 〇 

 

  

優先度を考慮して

順次 

優先度を考慮して
順次 
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（６）ソフト面での特定事業 

 

ア 教育啓発特定事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備対象

施設 

事業 

主体 

バリアフリー化の 

現状と課題 

バリアフリー化に向けた 

取り組み 

目標時期 

短期 長期 

重点整備 

地区内 

足
立
区 

足立区バリアフリー推進

計画に、移動の手助けや

コミュニケーション方法

に配慮した対応等に対す

る理解や協力を推進する

啓発等について指針が

示されている。 

事業者及び施設管理者等

が、高齢者・障がい者等に

対する適切な対応及び必

要な介助等を行ための知

識と技術の向上を図るた

め、職員・従業員等に対す

る教育の充実を図るよう

事業者等に働きかけます。 

〇 〇 

区民に対して、高齢者、障

がい児・者、子ども、子育

て中の方、外国出身の方

等への接し方や支援の方

法を学び、理解と協力を

深めるよう働きかけます。 

〇 〇 

足立区バリアフリー推進

計画に、区民一人ひとり

の配慮を必要とする「心

のバリアフリー、ユニバー

サルデザインの機運の醸

成」についての指針が示

されている。 

区民に対して視覚障がい

者誘導用シートやブロッ

ク、バリアフリートイレ、障

がい者等用の駐車スペー

スなど、必要としている人

が利用できるようにルー

ルを守り、マナーの向上に

努めるよう働きかけます。 

〇 〇 
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イ その他 

整備対象 

施設 

事業 

主体 

バリアフリー化の 

現状と課題 

バリアフリー化に 

向けた取り組み 

目標時期 

短期 長期 

重点整備 

地区内 

足
立
区 

歩道 

歩道上に雑草や植

木鉢などがはみ出

し、通行しにくい箇

所がある。 

歩行空間の機能を維持・保

全するため、商品のはみ出

し陳列や看板等の設置な

ど、不法占用物に対する移

動・撤去等の指導を行いま

す。区管轄外の道路におい

ては道路管理者への働き

かけを行います。 

〇 〇 

自転車 

歩道に置かれた自転

車や、歩道上を走る

自転車のために歩行

者が危ない場合があ

る。 

第１１次交通安全計画で計

画した自転車利用の交通

ルールの順守や走行マナ

ーの向上の目標達成を目

指し、普及啓発を進めま

す。 

〇  

足立区バリアフリー推進計

画に、区民一人ひとりの配

慮を必要とする「心のバリア

フリー、心のユニバーサルデ

ザインの機運の醸成」につい

て指針が示されている。 

医療機関、商業施設、金融

機関の施設管理者に対し

て高齢者、障がい児・者、

子ども、子育て中の方、外

国出身の方等の要望を取

り入れ、バリアフリー化の

推進に努めるよう働きか

けます。 

〇 〇 

 

 

優先度を考慮して

順次 


